
 

 

京都府民総合体育大会開催基準要綱 

 
                                          平成 元年 ６月１４日 
                        平成 ２年１０月３０日 一部改正 
                                          平成 ７年 ３月２９日 一部改正 
                                           平成１２年 ２月１５日 一部改正 

平成１６年 ３月１７日 一部改正 
平成１７年 ３月３０日 一部改正 
平成１８年 ３月３０日 一部改正 

                                          平成１８年１２月２５日 一部改正 
                                          平成２４年 ４月 １日 一部改正 
                                          平成２６年 ４月 １日 一部改正                                      

平成２７年 ４月 １日 一部改正 
平成２７年 ７月３１日 一部改正 
平成２８年 ４月 １日 一部改正 
平成３１年 ４月 １日 一部改正 
令和 ２年 ４月 １日 一部改正 
令和 ３年 ４月 １日 一部改正 
令和 ４年 ４月 １日 一部改正 

                                     京 都 府 教 育 委 員 会             
 
１ 総 則 
  京都府民総合体育大会(以下「大会」という)の開催は、この開催基準要綱の定め

るところによる。 
 
２ 趣 旨 
  大会は、府民の誰もが様々な形で集い、競技し、交流することにより、府民の生

涯にわたるスポーツ活動の振興を図るとともに、地域の活性化に資することを目的
とする。 

 
３ 主催者 
  大会の主催者は、京都府、京都府教育委員会及び公益財団法人京都府スポーツ協

会とし、開催市町村(教育委員会を含む。以下同じ)、主管競技団体等大会開催に必
要な団体を加えることができる。 

 
４ 開催の基本方針 
（１）大会は、毎年開催する。 
（２）大会は、競技スポーツ部門、交流スポーツ部門、府民個人参加部門及びマスタ

ーズ部門の４部門で構成する。 
ア 競技スポーツ部門は、市町村対抗競技大会及び種目別競技大会で構成し、さ

らに市町村対抗競技大会は、原則として次の２大会で構成する。 
  (ア) 各市町村代表選手を決定する市町村予選会 

(イ) 各市町村代表選手による対抗競技であって、市町村の総合成績を競う府大会 
    イ 交流スポーツ部門は、種目別交流大会で構成する。 
    ウ 府民個人参加部門は、各種の府民参加型イベントで構成する。 
  エ マスターズ部門は、市町村交流マスターズ大会及び種目別交流マスターズ大

会で構成する。 
（３）競技スポーツ部門の実施競技並びに交流スポーツ部門、府民個人参加部門及び

マスターズ部門の実施内容については、別に定める。 
 
 



 

 

５ 表 彰 
（１）競技スポーツ部門のうち市町村対抗競技大会 
  ア 総合成績第１位の市町村に、知事杯を授与する。 
  イ 総合成績第１位の町村に、会長杯を授与する。 
  ウ 総合成績第１位から第８位までの市町村に、それぞれ表彰状を授与する。 
    エ 各競技第１位から第８位までの市町村に、それぞれ表彰状を授与する。 
    オ 総合成績の決定方法は、別に定める。 
 
（２）競技スポーツ部門のうち種目別競技大会、交流スポーツ部門、府民個人参加部

門及びマスターズ部門における表彰については、実施競技及び実施内容ごとに別
に定める。 

 
６ 参加資格等 
  原則として京都府に在住又は在勤する者であること。ただし、次の各号に掲げる

部門の大会及びイベントの参加資格等については、当該各号に定めるとおりとする。 
（１）競技スポーツ部門のうち市町村対抗競技大会 
    ア 大会開催年の４月１日に 12 歳以上（中学１年生）で、同年４月 30 日以前か

ら大会参加時まで京都府に在住又は在勤する者であること。「ふるさと」（卒
業した小学校の所在地）での出場についても、同様とする。ただし、「大学生
等」（４年制大学、短期大学または高等専門学校の第４・５学年に在籍する者
をいう。）、「高校生」及び「中学生」の在住については、別に定める。 

イ 監督及び選手は、良好な健康状態を保ち、市町村体育団体長及び市町村の教
育委員会教育長(京都市は文化市民局長、スポーツ所管が首長部局の場合は、当
該市町村長)が代表と認めた者であること。 

    ウ 監督及び選手の所属する市町村は、居住地、勤務地、「ふるさと」のいずれ
かとする。ただし、「大学生等」については、現居住地又は中学校若しくは高
等学校卒業時まで住所を定めていた市町村から出場することができる。また、
「高校生」は中学校卒業時まで定めていた住所または居住地とする。「中学生」
は居住地のみとする。なお、前年の大会と異なる市町村から出場できるのは、
転居・転勤（職）又は就職の場合のみとする。なお、「ふるさと」での出場に
ついてはこの限りではない。 

エ 「ふるさと」での出場は、卒業した小学校の所在地を出場根拠とし、事前に
登録届けを市町村体育・スポーツ団体、当該競技団体、公益財団法人京都府ス
ポーツ協会に提出した者のみ認める。 

オ 「大学生等」、「高校生」及び「中学生」の参加人数は、所属市町村の各競
技エントリー可能人数の４分の１以内とする。また、参加年齢・参加人数に制
限を設ける競技は、競技別要項に従うこと。 

  カ 府大会への参加については、原則として市町村予選会参加者であることを条
件とする。 

    キ 選手の参加は、原則として１人２競技まで出場できるものとする。ただし、
回を同じくする大会において、複数の市町村から参加することができない。 

（２）競技スポーツ部門のうち種目別競技大会、交流スポーツ部門、府民個人参加部
門及びマスターズ部門における大会及びイベントの参加資格については、実施競
技及び実施内容ごとに別に定める。 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

７ 大会役員編成基準 
   名 誉 会 長        京都府知事 
      会   長   公益財団法人京都府スポーツ協会会長 
   副 会 長      京都府副知事 京都府教育委員会教育長 
                      公益財団法人京都府スポーツ協会副会長 
   顧   問   京都府市長会会長 京都府町村会会長 
                      京都府市町村教育委員会連合会会長 京都市長 
                      京都市教育長  参加市町村長 
   参   与   京都府文化スポーツ部長 京都府文化スポーツ部副部長 
           京都府文化スポーツ部スポーツ振興課長 
           京都府教育庁教育次長 京都府教育庁指導部長 
                      京都府教育庁指導部保健体育課長 
           公益財団法人京都府スポーツ協会専務理事 
                      公益財団法人京都府スポーツ協会理事 
                      公益財団法人京都府スポーツ協会監事 

 参加市町村教育委員会教育長（京都市除く） 
                      公益財団法人京都府スポーツ協会加盟市町村体育団体長 
           主管(運営協力)競技団体長 
      委 員 長   公益財団法人京都府スポーツ協会普及委員会委員長 
      副 委 員 長         公益財団法人京都府スポーツ協会普及委員会副委員長 
      委   員   公益財団法人京都府スポーツ協会普及委員会委員 
 
８ 競技会等役員編成基準 
    実施競技及び実施内容ごとに別に定める。 
 
９ その他 
（１）大会の実施要項は、毎年、別に定める。 
（２）大会開催期間中の運営に関して検討を要する事項は、京都府教育委員会、公益

財団法人京都府スポーツ協会その他の関係団体が協議し、処理する。 


